
◆立候補予定者に対する説明会を開催します
●日時　平成２６年８月１８日（月）
　　　　午前　９時００分～ 　七ヶ宿町長に立候補を予定している方対象
　　　　午前１０時３０分～ 　七ヶ宿町議会議員に立候補を予定している方対象
●場所　七ヶ宿町開発センター２Ｆ　農林指導センター
●内容　①七ヶ宿町選挙管理委員会から立候補届出等について説明
　　　　②白石警察署から選挙運動用自動車、道路交通法等について説明
　　　　③郵便事業株式会社から選挙運動用葉書等について

◆投票立会人を募集します
投票立会人 期日前投票立会人

申込資格 七ヶ宿町の選挙人名簿に登録されている、選挙権のある方。

日　　時 ９月１４日（日）
午前６時３０分～午後７時１０分

９月１０日（水）～９月１３日（土）
いずれも午前８時２０分～午後８時１０分

場　　所 選挙人名簿に登録されている投票所 七ヶ宿町役場１Ｆ　町民ホール

報　　酬 日額　１０，７００円（所得税が控除され
ます） 日額　９，５００円（所得税が控除されます）

募集人数 各投票所に２人ずつ
※応募者が多数の場合は抽選とします。

４日間で合計最大８人まで
※応募者が多数の場合は抽選とします。
なお、応募者が少ない場合は、複数日の立会を
お願いすることがあります。

申込方法 各家庭にお配りする申込書に記入の上、選挙管理委員会へ郵送または持参ください。
なお、電話でも受け付けます。

申込期限 平成２６年８月２９日（金）まで

そ の 他

①昼食は各自、ご準備ください。
　なお、９／１４の投票立会人には、夕食を準備いたします。
②期日前投票立会人は、複数の日を申し込むことも可能です。
③投票立会人と、期日前投票立会人の両方を申し込むことも可能です。
④選挙管理委員会が立会人に適当でないと判断した場合は、解任もしくは選任しない場合が
　あります。

●お問い合わせ・申込　七ヶ宿町選挙管理委員会（☎３７－２１１１）

告示日：平成２６年９月　９日（火）
投票日：平成２６年９月１４日（日）
　　　　※投票所等については、９月号でお知らせします。

七ヶ宿町長選挙・七ヶ宿町議会議員一般選挙
の期日が決まりました　最近、高齢者宅に役場職員などを装って「後期高齢者医療保険料の還付、医療費の支給がある」

などと電話をかけ、金融機関のＡＴＭ（現金自動預け払い機）を操作するよう誘導し、現金を
振り込ませようとしたり、玄関まで現金を取りに来たりするような特殊詐欺の被害が全国で報
告されています。
　七ヶ宿町では、保険料の還付金や医療費の支給の受け取りのた
めに、金融機関などのＡＴＭの操作を求めたり、直接現金のやり
取りをすることはありません。不審な電話があった場合には、そ
の場で対応せずに相手の所属・氏名・連絡先を確認し一度電話を
切って、役場税務課（３７－２１９３）または保健福祉課（３７
－２１１４）までご連絡ください。

ごみ分別ワンポイントアドバイス！！

不審な電話に気をつけて！！

●お問い合わせ　保健福祉課町民係（☎３７－２１１４）

　汚れが落ちない容器包装プラス
チックは、もやせるごみに出してく
ださい。

　除草剤、防虫剤、殺虫剤等のビン
は集積所には出せませ
ん。中身を空にし、水で
洗い、仙南リサイクルセ
ンターに直接持ち込んで
ください。

　汚れがとれないペットボトルは、
もやせるごみとして出してください。

　生ごみは水切りをよくしましょう。
水切りを行うことでごみの減量化に
なります。

　皆様のご理解により定着してきたごみの分別ですが、集積所でよく見受けられる点について
お知らせします。ごみ処理の経費削減にもつながりますので、ご協力をお願いします。
　また、以前にお配りしている冊子・ポスター「ごみの分け方と出し方」をご希望の方は、担
当までご連絡下さい。
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